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第7章 オリンピック・パラリンピックの精神を学び、

育む教育 
 

第1 東京2020大会、さらにその先に社会で活躍するために必要な力

を身に付ける教育の推進 

 

1 「東京都オリンピック・パラリンピック教育」実施方針に基づく教育
の推進 

(1) オリンピック・パラリンピック教育の全校展開 

平成28年1月に策定した「東京都オリンピック・パラリンピック教育実施方針」に

基づき、都内全公立学校で推進してきた。 

ア 「4×4の取組」 

四つのテーマと四つのアクションを組み合わせた多彩な取組を推進 

 

 

 

 

 

 

 

イ 「重点的に育成すべき5つの資質」 

  多彩な「4×4の取組」を展開することで多くの資質・能力を身に付けさせるこ

とが可能であるが、特に「ボランティアマインド」、「障害者理解」、「スポー

ツ志向」、「日本人としての自覚と誇り」、「豊かな国際感覚」の5つの資質に

ついて重点的に育成 

 

(2) オリンピック・パラリンピック教育アワード校の顕彰 

オリンピック・パラリンピック教育を一層推進するため令和２年度に優れたオリン

ピック・パラリンピック教育を行った学校・園を令和３年度オリンピック・パラリン

ピック教育アワード校として顕彰した。 

ア 事業推進部門 135校 

○ボランティアマインドの醸成（18校） 

○障害者理解の促進（58校） 

○スポーツ志向の普及・拡大（27校） 

○日本人としての自覚と誇りの涵養（15校） 

○豊かな国際感覚の醸成（17校） 

イ 環境部門 27校 
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(3)  オリンピック・パラリンピック教育レガシーアワード校の顕彰 

オリンピック・パラリンピック教育における取組を長く続く教育活動として一層充

実させていくため、これまで創意工夫した取組を組織的・継続的に行い、その成果を

生かして、今後も「学校2020レガシー」として発展的に取り組むことができる学校・

園を147校顕彰した。 

 

2 ボランティアマインドの醸成  

(1) 東京ユースボランティアの拡充  

子供たちのボランティアマインドを育むとともに、自尊感情を高めていくために、

発達段階に応じて、ボランティア活動を計画的・継続的に行うこととした。 

児童・生徒の発達段階に応じた主体的・自主的なボランティア活動を支援するた

め、平成30年度に、都内区市町村の社会福祉協議会等と連携し、児童生徒向けのボ

ランティア情報の発信を行う「東京ユースボランティア・バンク」を開設した。 

 

(2) スクールアクション「もったいない」大作戦の実施（再掲） 

（Ⅱ第1部第1章第2 72ページ参照）  

 

3 共生社会の形成 

(1) パラリンピック競技応援校の指定  

児童・生徒の障害者スポーツへの一層の理解促進と普及・啓発を図るため、平成29

年度から、指定を受けた学校が、選択したパラリンピック競技について、観戦や体験、

理解・啓発等の取組を実施している。指定を受けた学校は、競技団体と連携し、パラ

リンピック競技への理解啓発及び障害者理解を推進するとともに、東京2020大会及

びそれ以降もパラリンピック競技に親しみ、応援しようとする児童・生徒を育成する。 

令和３年度は、10校を指定した。 

 

(2) パラスポーツ指導者講習会・東京都公立学校パラスポーツ交流大会の実

施  

パラスポーツ指導者講習会 

  オリンピック・パラリンピック教育における障害者理解を一層充実させるた

め、平成28年度から、教員がパラスポーツを体験するとともに、歴史・意義・ル

ール・指導法等を学び、学校の教育活動において指導を行うことができる資質・

能力を身に付けるための講習会を実施している。 

 令和3年度は、３回（99名が受講）実施した。 
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(3) 被災地等との連携によるパラスポーツ交流体験  

共生・共助社会の実現に必要な多様性を尊重する態度や能力を育成するため、平成

30年度から、東京を修学旅行で訪れる被災地等の学校とパラリンピック競技体験等

を通じて交流し、互いの生活習慣や文化の違いを理解するとともに、障害者理解の学

習、障害者スポーツの体験や障害者との交流などを実施してきた。 

    令和３年度は、新型コロナウイルス感染症の流行拡大の影響により、交流校の修学

旅行が中止され実施できなかった。 

 

(4) ボッチャ交流行事推進事業  

障害の有無に関わらず、誰もが楽しめるパラスポーツの一つであるボッチャを通

した交流行事を推進することにより、地域全体で幼児・児童・生徒の障害者理解の促

進に取り組むとともに、共生・共助社会の実現を図るため、平成31年度から、都内区

市町村教育委員会を指定している。 

令和３年度は、2地区を指定した。 

 

(5) スクールアクション「もったいない」大作戦の実施（再掲） 

（Ⅱ第1部第1章第2 72ページ参照）  

 

4 スポーツ志向の重視 

(1) オリンピアン・パラリンピアン等の学校派遣の実施  

平成27年度から、オリンピアンやパラリンピアン等のアスリート等を学校に派遣

し、直接交流を実施することにより、児童・生徒がオリンピック・パラリンピック

のすばらしさを実感し、スポーツへの関心を高め、夢に向かって努力したり困難を

克服したりする意欲を培う。 

令和3年度は、100校に派遣した。 

5 豊かな国際感覚の育成 

(1) 世界ともだちプロジェクトの拡大 

様々な人種や言語、文化、歴史などを学ぶことを通して、世界の多様性を知り、様々

な価値観を尊重することの重要性を理解するために、大会参加予定国・地域を幅広く

学び、可能な限り実際の交流へと深化させていく活動を行う。 

本事業は、平成28年度から実施し、各学校が５ヶ国以上の国や地域について、当該

国や地域の地理・文化等の学習、地域の留学生や大使館・海外の学校と交流等を実施

している。 

 

6 子供の東京2020大会競技観戦 
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(1)  学校連携観戦（子供の競技観戦）  

東京2020大会の観戦は、座学では得ることのできない大会の雰囲気や感動といっ

た経験を得るとともに、子供たち一人一人の心と体に今後長い人生にわたる掛け替

えのないレガシーとして残るものである。競技観戦は、学校の教育活動の一環として

行い、新型コロナウイルス感染症や熱中症対策等、子供たちの安全に十分配慮して実

施した。 

・各学校と会場との間の移動状況等について、一元的に把握するための運営本部を設

置した。 

・暑さ対策グッズの配布や、会場内での身体を冷やすことのできるクールスポットの

設置や飲料水の配布等の暑さ対策を行った。 

・新型コロナウイルス感染症対策として、事前および観戦後の健康管理、会場内での

感染症対策等を実施した。 

・東京2020オリンピックについては新型コロナウイルス感染症の影響から、7月8日の

IOC、IPC、組織委員会、都、国の五者協議において、都内で行われる競技は無観客で

開催することとされたことから、学校連携観戦は実施していない。 

・東京2020パラリンピックの観客については、8月16日のIPC、組織委員会、都、国の

四者協議において、全ての競技での無観客開催が決定された。学校連携観戦について

は、自治体や学校設置者が希望する場合には、安全対策を講じた上で実施することと

され、観戦を希望する一部の学校において実施した。 

 

7 オリンピック・パラリンピック教育のレガシー 

(1) 「学校2020レガシー」の設定  

各学校が展開してきたオリンピック・パラリンピック教育において、５つの資質の

育成と関連付けて発展させてきた活動、もしくはこれを契機に新たに取組を始めた

活動の中から、学校経営方針、教育目標、幼児・児童・生徒の実態、地域性等を鑑み、

学校の特色としてこれからも継続させる活動を、「学校2020レガシー」として設定す

る。 

各学校が「学校2020レガシー」の設定を見通した教育活動を展開してきており、令

和3年度末に令和4年度に向けて「学校2020レガシー」を設定した。 

 

8 優れた芸術文化に対する理解の促進（再掲） 

(1) 東京2020大会に向けた都の文化プログラムの活用による芸術文化の鑑賞・

体験（再掲） 

（Ⅱ第1部第3章第2 88ページ参照） 

(2) 都立高等学校における文化部活動の振興（再掲）  

（Ⅱ第1部第3章第2 88ページ参照） 


